
✔ 【　退　学　】 ✔ 【辞退】（奨学生の自署が必要）

病気 ✔ 一身上 経済事情 その他 病気 ✔

●授業料未納により退学日/除籍日が遡りますか。 → 記入不可

↓ 記入必須

●退学／除籍の注意点 ●辞退の注意点

・奨学生本人の自署が必要。

・奨学生本人による「最終受領希望年月」欄の記入が必要。

・学校による「卒業期」欄の記入が必要。

（例）３月31日付退学だが１月分より保留中

⇒×

　○

⇒異動始期2022年６月

✔ 【　死　亡　】 ✔ 【辞退（短縮卒業・修了）】

✔ 病気 その他

●死亡の注意点 ●辞退（短縮卒業・修了）の注意点

・異動始期は卒業日／修了日の翌月（月の初日はその月）。


・短縮卒業・修了の場合は「異動願（届）」の送付が必要。

【　退　学　】 【　辞　退　】

・組戻しが間に合う場合は，本来の異動始期の前月
以前を異動始期とすることも可能。
上記例の場合，2022年９月を異動始期とすることも
可能。

【　死　亡　】 【　辞　退（短縮卒業・修了）　】
記入者 記入者

学校 学校 卒業日／修了日

・異動始期は死亡日の翌月（月の初日はその月）。
上記例の異動始期は2022年10月。2022年９月１日の
場合は2022年９月。

上記例の異動始期は2023年４月。2023年３月１日の場合は
2023年３月。

・辞退後，卒業期までの返還期限猶予を希望する場合
は，スカラＰＳによる在学猶予願又は在学届を提出。提
出がないと在学中であっても返還が開始される。

⇒異動始期2022年10月とすべきだが自動的に
2022年12月になるため，入力せず「異動願
（届）」を送付（大学院で留学を事由とする
「休止」の場合を除く。）。

（例２）2020年10月から「休止」で，2022年11月に
　　　　スカラＡＣから「辞退」入力。

（例１）2020年10月から「休止」で，2022年５月に
　　　　スカラＡＣから「辞退」入力。

・授業料未納により退学日／除籍日が遡る場合は，
必ず「退学／除籍決定日」欄も記入。退学／除籍決
定日の翌月（月の初日はその月）を異動始期とする
「退学」の入力をしてください。
「休止」「停止」中の場合も同様の取扱いが可能。

　１月を異動始期とする「停止」（事
由：異動処理都合）を入力後，４月を異
動始期とする「退学」を入力。

　１月を異動始期とする「退学」

・「休止」又は「停止」中の「辞退｣の異動始期は，
「辞退」の入力を行う月の翌月。ただし，「休止」又は
「停止」の期間が２年（大学院で留学を事由とする「休
止」は３年）を超える場合の「辞退」については，２年
（大学院で留学を事由とする「休止」は３年）を超えた
月が異動始期となるため，そのようにできない場合は入
力せず「異動願（届）」を送付する。

・異動始期は最終受領希望年月の翌月。
上記例の異動始期は2022年10月。

・退学日／除籍日に基づく異動始期の前月以前の振
込みが保留されている場合は，「停止」（事由：異
動処理都合）を入力後，「退学」の入力を行う。

・異動始期は退学日／除籍日の翌月（月の初日はそ
の月）。上記例の異動始期は2022年10月。2022年９
月１日の場合は2022年９月。

記入者

奨学生

学校

退学日／除籍日
20 22 年 9 月 21 日

※「決定日」は、授業料未納により退学日/除籍日が遡る場合に記入。
　　（休学から復学せず退学/除籍となり，その日付が遡る場合も同様に記入。）

　　決定日に基づいた異動始期で「退学（除籍）」の入力をしてください。

いいえ

はい

退学／除籍
決定日

日

学校

20 年 月

記入者

奨学生

経済事情 一身上 他奨学生採用 その他

最終受領希望年月
20 22 年 9 月 分迄

月 （見込）
　　※　学籍確認のため卒業期の記入は必須。

すでに退学／除籍が決定しているが退学日／除籍日に基づく異動始
期の前月以前の振込みが保留されており，最終振込年月までで辞退
する場合は，左欄「退学日／除籍日」を記入。

卒　業　期 ※
20 26 年 3

25 日20 22 年 9 月 2 日 20 23 年 3 月

「異動願(届）」の記入例

退学、辞退、死亡、辞退（短期卒業・修了）

死亡日


